
農業試験場跡地２５，２６街区売払 一般競争入札に係る質疑回答書

１ 入札実施要領【１.入札に付する物件（Ｐ１）】関連

Ｑ１ 境界確定図はあるか。確定図がない場合，市道との境界確定調書はある

か。どちらもない場合，売買代金納付までに県（売主）において作成して

もらえるのか。

○ 県において，境界確定図及び市道との境界確定調書は保有しておらず，

今後作成することも予定しておりません。

なお，当該地は，鹿児島市の谷山第二地区区画整理事業の対象地であり，

境界確定図に代わるものとして，出来形確認測量図がございます。（市道

との境界標は，当図に基づいて現地に設置されています。）

出来形確認測量図については，市のＨＰ（確定面積平面図等閲覧システ

ム）において閲覧できます。

＜参考：確定面積平面図等閲覧システム＞

Ｕ Ｒ Ｌ：https://kagoshima-land.jp/

該当図面：上記サイトにアクセス ＞ 町名で検索 ＞ 西谷山二丁目

＞ 西谷山二丁目１（２６街区の図面）

＞ 西谷山二丁目２（２５街区の図面）

Ｑ２ 地盤調査は実施しているか。実施済みであれば，地盤状況データを共有

してもらえないか。

○ 県において，当該地の地盤調査は実施しておりません。

Ｑ３ ２６街区において実施された土壌汚染状況調査は，土壌汚染対策法の適

用を受けて実施されたものか。

○ 御質問のとおりです。

https://kagoshima-land.jp/


Ｑ４ 対象地の地歴調査（土地利用情報，特定有害物質・油分・ダイオキシン

類などの使用履歴の確認等）は実施しているか。

○ 農業試験場跡地に関する土壌汚染状況調査の経緯は以下のとおりです。

・ 平成１８年８月～１１月

農業試験場跡地に立地していた施設等の一部において，土壌汚染対策

法に定める特定有害物質の一部について使用履歴があったことから，そ

の施設周辺の複数地点において，法に基づく土壌汚染状況調査を実施し

ました。その結果，いずれの地点の調査対象物質の土壌溶出量及び含有

量とも基準に適合していました。

・ 令和４年１１月～令和５年３月

平成２２年４月の土壌汚染対策法改正法施行に伴い，土壌汚染対策法

施行（平成１５年２月）前についても地歴調査を行い，使用していた薬

品等について調査する必要が生じたことから，農業試験場跡地２６街区

の一部に設置されていた鹿児島中央家畜保健衛生所（平成１４年８月に

施設廃止）跡地の土壌汚染状況調査（地歴調査・土壌調査）を実施しま

した。その結果，調査対象物質の土壌溶出量及び土壌含有量並びに土壌

ガスとも基準に適合していました。

※ なお，農業試験場跡地２５街区については，平成１８年３月の農業試

験場廃止に至るまで，土壌汚染につながるような施設が設置されていた

経緯は承知しておらず，平成１８年８月から１１月にかけて実施した土

壌汚染状況調査において同街区の調査対象物質の土壌溶出量が基準に適

合していたことから，その後の追加調査は実施しておりません。

Ｑ５ 解体工事や造成工事の過程で，埋設廃棄物の投棄や油分が確認された経

緯はあるか。

○ 当該地において，御質問のような障害物が確認された経緯はありません。

ただし，区画全体の一定間隔での試掘調査等は実施していないため，県が

当該地を取得する以前から存在した埋設物が，これまで発見されずに残置

している可能性までは否定できません。



Ｑ６ 土壌汚染状況調査の報告書類一式は，入札前に開示できるのか。

○ 土壌汚染状況調査の調査報告書類一式については，担当部局（県財産活

用対策室）において閲覧できます。

ただし，コピーや撮影等はできません。

Ｑ７ 土地購入後の造成工事において土壌汚染対策法４条の届出が必要となる

ため，あらかじめ管轄行政に問い合わせを行ってもよいか。

○ 一般的な問い合わせであれば，入札前に行っても差し支えありませんが，

具体的な届出等の手続きは，落札後に行っていただきますようお願いします。

Ｑ８ ２６街区においては，その一部において土壌汚染状況調査を実施してい

るようだが，２５街区での実施記載はない。２５街区においては，県とし

て，同調査を実施する必要はないとの見解か。

○ Ｑ４を参照ください。

Ｑ９ 落札事業者に対し，境界測量，高低測量，真北測量の提供は予定してい

るか。それとも，落札事業者で各測量を実施することになるのか。

○ 各測量図面については県で保有しておらず，落札事業者に対しての提供

は予定しておりません。

Ｑ10 ２５，２６街区においては，地下埋設物の残置は全くないということで

よいのか。

○ Ｑ５を参照ください。



Ｑ11 地区計画について，入札後に変更の予定はあるか。（県が現在把握して

いる情報があれば教えていただきたい。）

○ 地区計画については，鹿児島市の担当課にお問い合わせください。（今

後の予定について，県で把握している情報はありません。）

２ 入札実施要領【４.入札の参加方法等（Ｐ３～４）】関連

Ｑ12 入札参加申し込みを行った後，撤回は可能か。また，可能な場合，いつ

までに行えばよいか。

○ 入札参加申し込みの撤回は可能です。撤回の手続きについては，特段，

様式等を定めておりませんので，撤回することが明らかになった段階で，

速やかに電話等でお知らせください。

Ｑ13 次のような事業計画も入札に参加できるか。

・ 建築物の用途制限について，鹿児島市の特例等許可を要する事業計画

・ 大規模小売店舗立地法に基づく届出を要する事業計画

○ 入札参加申込にあたり，事業計画書等は任意提出書類（入札参加資格審

査には使用しない）であることから，御質問のような事業計画であっても

入札に参加することは可能です。

ただし，入札参加を認めることで，御質問のような事業計画について，

県として保証するものではありませんので御注意ください。

○ 用途地域や地区計画等に関する事項（市の特例等許可含む）については，

物件調書に記載のとおり，鹿児島市の担当部局にお問い合わせください。

○ 大規模小売店舗立地法に関する事項については，県の担当部局（商工政

策課）にお問い合わせください。



Ｑ14 入札参加申込書や誓約書等の提出書類の日付は，いずれも提出日を記載

すればよいか。

○ 御質問のとおりです。

３ 入札実施要領【６.入札日の持参品等（Ｐ５）】関連

Ｑ15 「代理人が入札する場合は，委任者の印鑑は必要ありませんが，代理人

の方は委任状に押印した自分の印鑑を持参してください。」とあるが，代

理人の印は認印（印鑑登録なしの印）でよいか。

○ 委任状及び入札書に押印する代理人の印鑑については，いずれも認印で

差し支えありませんが，委任状と入札書に押印する印鑑は同一のものとし

てください。

Ｑ16 申込者（委任者）が入札当日参加出来ず，代理人が参加する場合は委任

状を持参することとされているが，共有者においては，代表権のある者が

参加する場合は，共有者の委任状は不要か。

○ 御質問のようなケースでは委任状は不要です。

Ｑ17 共有者がある場合，入札保証金は申込者と共有者の持ち分で按分した額

を，それぞれ納付すればよいのか。

○ 共有名義で入札に参加される場合でも，入札保証金は共有合意書（様式

第４号）に記載した申込人（代表法人等）名義で代表して納付してください。



４ 入札実施要領【９.契約の締結等（Ｐ７～８）】関連

Ｑ18 土地購入後，造成工事等で土壌汚染，油分含有土壌，埋設廃棄物及び地

中障害物等が確認された場合は，甲（県）または乙（買受者）にて撤去の

上，甲（県）にて撤去費用を負担してもらえるのか。

○ 売買契約書（案）第１１条の２において，契約不適合責任を規定してい

ますが，御質問のような具体的な障害物等が実際に確認された場合に，そ

の原因や内容，程度によって，契約不適合責任に当たるか否かを法的判断

に委ねることとなりますので，現時点で一律に県の補償や負担の有無を断

定することはできません。

Ｑ19 農地転用手続きは通常，相当の時間を要するものという風に理解してい

るが，どのようなスケジュール感を想定しているか。（鹿児島南特別支援

学校の設立に関して，農地転用手続きを要したのであれば，そのスケジュ

ール感についてお示しいただきたい。）

○ 当該地は市街化区域のため，所有権移転に要する農地転用手続きは，農

地法第５条第１項第６号の規定に基づく農地転用の「届出」になります。

市農業委員会が届出を受け付けてから，概ね１週間程度で農地転用の許可

書に代わる「受理通知書」が交付されるとのことですが，落札者決定後，

同届出を市農業委員会に提出いただく前に，仮契約の締結や，実際の同届

出に必要となる県の委任状作成等に一定の期間を要することから，２５街

区の本契約の締結については，令和６年４月中旬頃を想定しています。

また，２６街区は，農地転用手続きに加え県議会の議決を要するため，

本契約の締結まで更に期間を要します。

なお，鹿児島南特別支援学校の設立につきましては，その敷地の登記地

目に農地が含まれていなかったことから，農地転用手続きを要しておりま

せん。



５ 入札実施要領【11.所有権の移転等（Ｐ８～９）】関連

Ｑ20 登録免許税については落札後にお知らせするとの記載があるが，入札を

検討するに当たり事前に把握をしたい。試算するにあたり，固定資産評価

証明書または公課証明書の開示をしてもらえないか。

○ 当該地は，現在，地方税法第３４８条第１項の規定により非課税となっ

ており，固定資産の評価が行われていないため，県において，固定資産評

価証明書及び公課証明書は保有しておりません。

Ｑ21 農業試験場跡地２５，２６街区の固定資産税を教えていただくことは可

能か。

○ Ｑ20を参照ください。


